






3-3 周辺との調和
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　景観の中では、色彩は単独で存在するのではなく、常に別の色と隣接し、互いに影響を与えあいながら存在
しています。例えば、紅葉した山の色彩は、赤、黄、緑、黄緑、青緑など様々な色彩が調和して、美しい景観を創り
だしています。
　建築物等の外観などの色彩を考える場合は、第2章で述べたとおり、類似調和が基本となります。類似調和
させるには、色相、明度、彩度、トーンのいずれかの要素を同じ、あるいは近くにすることです。その結果、まと
まりのあるイメージを演出することができます。
　方法としては、“類似色でまとめる”“類似した色相でまとめる”“同一トーンでまとめる”の3つがあります。

① 類似色でまとめる（類似した色相、明度、彩度の色を選ぶ）

　色相や明度、彩度が類似した色彩を組み合わせて用いる配色です。

　類似色でまとめると、統一感を強めることができ、地区特性がはっきりとした景観を形成することができます。ただし、同

じ色彩で揃えすぎると単調な景観になる場合もあります。

② 類似した色相でまとめる（類似した色相で異なったトーンの色を選ぶ）

　色相に共通性を持たせながら、明度や彩度に変化をつける一般的な配色です。

　建築物等の外観に適応しやすい暖色系の色相でまとめると、落ち着いた景観にまとめることができます。

③ 同一トーンでまとめる（同一のトーンで異なった色相を選ぶ）

　色のトーンを揃えて、色相に変化をつける配色です。

　大きく異なる色相でも、低彩度領域の同一トーンから選ぶ配色は、比較的穏やかにまとまります。

（1）周辺との調和の考え方

（2）調和の仕方

豆知識知識知識
まめちしき

　調和を図るには明度が重要です。白黒写真で分かるように、ものの識別は、色相、明度、彩度なかでも明度

の要素が基本となります。

　明度差が大きくなればなるほど、コントラストが強調され、ハードなイメージとなります。逆に明度差が

小さくなれば類似調和となり、ソフトでおとなしい落ち着いたイメージになります。

　一般的に、寒色系より暖色系の色のほうが親近感があり、好まれます。

　元来建築物等は、その地域の土、木材、石材などを使用して建築されてきました。このため、建築物等の外

観は、それらの素材の色に近い暖色系で、2.5YR( 黄赤 ) ～ 5Ｙ（黄）、明度 4.5 ～ 9程度、彩度 0.5 ～ 4程度

の色が一般的に違和感がなく、なじみのある色といえます。

明度差を意識する

豆知識知識知識
まめちしき 外壁に適した色を選ぶ

暖色系で落ち着いたまち並み　杜の街（津市）　 暖色系の明るいまち並み　カナダ・ケベック州

3-3　周辺との調和



3-3 周辺との調和

ー 19 ー ー 20 ー

序
　
　
　
章

第
１
章

三
重
県
ら
し
い
色
彩

第
２
章

景
観
色
彩
の
基
礎
知
識

第
３
章

景
観
色
彩
検
討
の
ポ
イ
ン
ト

第
４
章

景
観
類
型
別
色
彩
指
針

第
５
章

公
共
施
設
等
の
色
彩
検
討

第
６
章
　
　
三
重
ら
し
い

色
彩
の
保
全
、創
出
に
向
け
て

参
　
考
　
資
　
料

　景観の中では、色彩は単独で存在するのではなく、常に別の色と隣接し、互いに影響を与えあいながら存在
しています。例えば、紅葉した山の色彩は、赤、黄、緑、黄緑、青緑など様々な色彩が調和して、美しい景観を創り
だしています。
　建築物等の外観などの色彩を考える場合は、第2章で述べたとおり、類似調和が基本となります。類似調和
させるには、色相、明度、彩度、トーンのいずれかの要素を同じ、あるいは近くにすることです。その結果、まと
まりのあるイメージを演出することができます。
　方法としては、“類似色でまとめる”“類似した色相でまとめる”“同一トーンでまとめる”の3つがあります。

① 類似色でまとめる（類似した色相、明度、彩度の色を選ぶ）

　色相や明度、彩度が類似した色彩を組み合わせて用いる配色です。

　類似色でまとめると、統一感を強めることができ、地区特性がはっきりとした景観を形成することができます。ただし、同

じ色彩で揃えすぎると単調な景観になる場合もあります。

② 類似した色相でまとめる（類似した色相で異なったトーンの色を選ぶ）

　色相に共通性を持たせながら、明度や彩度に変化をつける一般的な配色です。

　建築物等の外観に適応しやすい暖色系の色相でまとめると、落ち着いた景観にまとめることができます。

③ 同一トーンでまとめる（同一のトーンで異なった色相を選ぶ）

　色のトーンを揃えて、色相に変化をつける配色です。

　大きく異なる色相でも、低彩度領域の同一トーンから選ぶ配色は、比較的穏やかにまとまります。

（1）周辺との調和の考え方

（2）調和の仕方

豆知識知識知識
まめちしき

　調和を図るには明度が重要です。白黒写真で分かるように、ものの識別は、色相、明度、彩度なかでも明度

の要素が基本となります。

　明度差が大きくなればなるほど、コントラストが強調され、ハードなイメージとなります。逆に明度差が

小さくなれば類似調和となり、ソフトでおとなしい落ち着いたイメージになります。

　一般的に、寒色系より暖色系の色のほうが親近感があり、好まれます。

　元来建築物等は、その地域の土、木材、石材などを使用して建築されてきました。このため、建築物等の外

観は、それらの素材の色に近い暖色系で、2.5YR( 黄赤 ) ～ 5Ｙ（黄）、明度 4.5 ～ 9程度、彩度 0.5 ～ 4程度

の色が一般的に違和感がなく、なじみのある色といえます。

明度差を意識する

豆知識知識知識
まめちしき 外壁に適した色を選ぶ

暖色系で落ち着いたまち並み　杜の街（津市）　 暖色系の明るいまち並み　カナダ・ケベック州

3-3　周辺との調和



3-4 規模や形態と色彩 3-5 質感と色彩

（１）素材と色彩

　人の目は色彩だけでなく、同時に質感も感じ取ります。このため、同じ色彩を用いても素材が異なれば、
印象も異なります。質感を考慮しながら、色彩を選択することが大切です。
　伝統的な建築物等は、土、木材、石材といった自然素材でつくられているため、自ずと周辺と馴染む色彩
となりますが、近年の建築物等は人工素材でつくられていることが多いため、素材の持つ質感を考慮する
ことが大切です。
　光沢のあるタイル張りや凹凸のある外壁素材は、光のあたる角度や見る角度で陰影の付き方が異なり、
同一色でも印象が異なります。できるだけ大きな面積のサンプルで、実際の生活で見る距離程度に離れて
確認することが大切です。
　特に自然素材の疑似色を人工素材で用いる場合は注意が必要です。赤レンガに似せた赤茶色の塗装、樹
木の色に似せた緑色塗装などでは、低廉なイメージになる場合があります。

素材による色の感じ方の違い（出典：色彩学の実践）
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レンガタイル 吹きつけ塗装 自然石タイル
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面積バランスを考える

　規模の大きな建築物等から感じる威圧感や圧迫感を、色彩を変化させることで軽減できる場合があります。大面積となる

色彩を検討する場合、面積バランスを考えておく必要があります。

　基調色は全体の70％程度、副基調色は25％程度、強調色は5％程度と考えると全体のバランスがとりやすいと考えられ

ます。

　建築物等の外観では、壁の色が基調色に、屋根や壁の一部、窓サッシや扉などが副基調色の対象となります。強調色は必ず

しも加える必要はありません。

　一般的に異なる色相による配色や濃淡による配色の場合、より鮮やかに感じる色のほうを小面積にすると、バランスがよ

くなり上品で落ち着いた色彩になります。

面積対比を念頭に色を選ぶ

　建築物等の外観を検討するときには、面積による色の感じ方の違いを考慮しておく必要があります。小さな色サンプル

が、壁全体の大面積になったとき、どのような印象になるか想像して選定しましょう。

　アイボリー、クリーム色などの薄い色は、小面積で見ると色が強く感じられますが、大面積になると色を意識しなくなり

ます。逆に、濃い色は、大面積になるとより濃く、鮮やかに見えます。

基調色 基調色+副基調色 基調色+副基調色+強調色

面積を入れ替えれば、印象が変わる

　景観を構成する建築物等には、様々な規模、形態のものがあります。規模や形態により、周辺の景観に与える
影響も異なります。このため、色彩計画を考えていくときは、建築物等の規模や形態に応じた色彩を選択するこ
とが大切です。

（2）色彩の経年変化

　石材や木材、レンガといった自然素材は、年月の積み重ねにより色に重厚さが増します。しかし、塗装は
経年変化で退色します。
　黄赤（ＹＲ）～黄（Ｙ）のアースカラー（土、砂、石等が持つ色）は、耐候性があり、他の色相に比べて退色し
にくく、汚れや退色による違和感もあまり感じられません。一般的に高彩度の色ほど退色しやすく、退色し
た場合の違和感も強い傾向にあります。
　建築物等の外観は、耐久性、耐候性に優れた仕上げ材や色彩を選択することが大切です。
　

豆知識知識知識
まめちしき 塗装仕上げについて

○塗料により耐候性が異なります。耐候性の良いものから順に、フッ素樹脂塗料（15～20年）、シリコン樹脂塗料

（10～15年）、ウレタン樹脂塗料（8年～10年）、アクリルエマルジョン樹脂塗料（6～8年）、溶剤型アクリル

樹脂塗料（5年～6年）などがあります。（カッコ内は塗り替えの目安年）  

○塗装の仕上げは、平滑仕上げ、凹凸模様仕上げ、石材色調仕上げなど様々なものがあります。色彩と仕上げの組み

合わせにより印象が変わります。塗料メーカーのカタログを参考にしたり、メーカーや塗料業者に塗り見本を作

成してもらい確認するとよいでしょう。
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（1）付属物

　建築物の本体以外に、屋外設備（給水塔、室外機、メーター類
等）、屋外階段、ベランダなどの付属物への配慮がないと、雑然
とした印象を与え、景観に影響を与えます。
　このため、屋上設備はパラペット等の立ち上げにより修景し
たり、屋外設備は目隠し等の措置を講じることが大切です。そ
れらの修景設備等は、建築物本体と同じ素材、色彩で統一し、で
きるだけシンプルにすっきりと見せる工夫が必要です。

（2）看板類

　看板やサインなどの看板類は、まちの情報源として必要なものであり、まち並みを構成する重要な色
彩要素となっています。
　広告物が過多であったり、大きさ、形態、色彩が周辺の景観にとってふさわしくないものであったり
すると、景観に大きな影響を与えます。

（3）外　構

　建築物だけでなく、敷地内の舗装、門柱、門扉、塀など外構への配慮も大切です。建築物等の外観と調
和した色を用いて、基本は類似調和でまとめます。
　また、植栽を設けることは、建築物等の本体の色彩や大きさを、周辺の景観に調和させる効果があり
ます。

3-6 付属物や外構の色彩

看板類を景観に調和させるための色彩的配慮

三重県屋外広告物条例

　同じ大きさ、デザインの看板類であっても色彩の使い方により、そのインパクトをやわらげることができます。

　例えば、大面積の赤色ベースに白抜き文字の看板は、ベースの色と文字の色を反転させて白色ベースに赤文字とす

ることで、インパクトを弱めることができます。また、看板の絵柄の周囲に余白を設け、白地を増やす工夫もあります。

　大手企業の全国共通のＣＩカラーであっても、まちの景観に調和するよう配慮された事例もあります。

　三重県では屋外広告物条例を定め、良好な景観の形成、風致の維持、公衆に対する危害の防止等の観点から、屋外

広告物の設置場所や大きさその他の規格について規制を行っています。

　適用除外として定められている場合及び一部地域等を除き、屋外広告物を掲示する際には許可が必要です。

MIE KEIKAN

MIE KEIKAN

MIE KEIKAN

　建築物等の景観色彩を検討する場合、建築物本体だけでなく、付属物や看板類、外構等にも配慮することが大切

です。　

パラペットの立ち上げで修景している事例

ベースの色と文字の色を反転する

余白を設けて白地を増やす

CIカラーをまちの景観に調和するよう配慮
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(注)本ガイドラインの図表等で示す色彩は、
印刷物によるため、実際のマンセル値と
異なる場合がありますのでご注意くださ
い。 

第二編

景観色彩の技術指針
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印刷物によるため、実際のマンセル値と
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い。 

第二編

景観色彩の技術指針



5-2 検討のながれ5-1 基本的な考え方

第5章 公共施設等の色彩検討

基本的な考え方

● 親しみの感じられる色彩を基本に考えます。

　公共施設等は、不特定多数の人が利用するものです。このため、人によって極端な好き嫌いが生じるような色彩や

全く馴染みのない色彩を用いることは避けた方がよいでしょう。

　周辺の景観と調和を図りながら、地域固有の自然や歴史などを考慮し、多くの人が親しみや愛着を感じられるよう

な色彩とします。

● 普遍性、持続性のある品格のある色彩とします。

　公共施設等は、まちの基盤となる施設として長期間同じ場所に存在し続けるものです。このため、一過性の流行に

とらわれず、普遍性や持続性のある、飽きのこない色彩とすることが大切です。

　地域のシンボルや安らぎ、憩いの場にふさわしい、品格のある配色とする必要があります。

● トータルデザインの中で色彩を考えます。

　色彩だけでなく、形態、素材も含めたトータルデザインの中で考えていくことが大切です。色彩だけでは、おのずと

限界があり、形態における工夫や素材感との一体性によって、色彩の効果も高まります。

● 関係機関との調整を行い、色彩を選定します。

　色彩を選定するにあたり、担当者の主観に偏重せず、行政内部のみならず他の行政機関、事業者、地域住民などと

も連携を図っていくことが大切です。

　また、今後の適切な維持管理のためにも、色彩選定の根拠を明らかにしておく必要があります。

　まち並みや自然景観の中では、公共施設等の色彩も重要な役割を果たしています。

　例えば、まち並みは道路を中心に形成されているため、沿道の建築物等の色彩だけでなく、道路空

間の色彩が重要なポイントとなります。また、橋梁や樋門といった土木構造物は、その規模が大きい

ことから周辺の自然景観等に大きな影響を与えるため、周辺との調和に充分配慮した色彩が求めら

れます。さらに大規模な公共施設等は、まちのシンボルとなることが多いため、県民が安らぎや潤い

を感じられるような色彩とすることが求められています。

　このように、公共施設等の色彩は景観に大きな影響を与えます。このため、公共施設等の整備にあ

たっては、充分に色彩計画を検討し、地域の景観づくりを先導するような整備が求められています。
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　公共施設等の色彩設計の基本的な流れを例示します。対象となる公共施設等の規模、役割によって

は、必ずしも同じプロセスになるとは限りません。

　基本的には、「調査」、「計画」、「設計」、「維持管理」の4段階になります。必要に応じて「評価・検証」を

加えることにより、よりよい整備を行うことができます。

調
　
　
査

計
　
　
画

設
　
　
計

維
持
管
理

周辺の地域、地区の景観色彩に関するガイドラインなどを把握
します。

１ 色彩ガイドライン等の把握

周辺の地域、地区における対象施設・空間の位置づけ、役割を
把握します。

２ 地域における対象施設・空間のポテンシャルの把握

公共施設等のもつポテンシャル、周辺の現況の色彩を踏まえ
て、類似調和又は対照調和とするかを検討します。

４ 色彩の方向性の検討

確定した配色案に基づき、平面図や立面図、仕上げ表などに色
を記入し、色彩計画書を作成します。

８ 色彩計画書の作成

完成後は、美観が保たれるよう、その維持、管理に努めます。

１０ 維持管理

計画書の色彩が施工に反映されているか、監理が必要です。また、必要に応じて完成後に検証します。

９ 施工・監理・検証

配色案について評価を行い、配色案を選定します。
必要に応じて、複数の専門家や地域住民等の意見を聴くことも
必要です。

７ 配色案の選定

公共施設等を構成する部位別に配色を選定します。
必要に応じて、ＣＧやフォトモンタージュなどを用いて、全体
の色彩バランス、周辺の景観色彩との調和を確認します。

６ 配色案の検討

公共施設等を構成するものの中で、中心となるもの、付属的と
なるものを分類し、それぞれの色彩のあり方を検討し、対象物
全体のイメージを構成します。

５ 全体構成の検討

周辺の自然や建物等の色彩を調べます。
明度や彩度の分布状況や景観の中で配慮が必要と思われるも
のの位置関係や色彩を把握します。

３ 現況の色彩の把握

色彩ガイドライン
公共施設等の景観づくり指針等

都市計画マスタープラン、景観計画
まちづくり計画、指針等

色見本帳（日本塗料工業界標準色見本
帳など）
カメラ等

現況写真、色値分析結果
設計一般図　等

設計一般図

ＣＧ、フォトモンタージュ

ＣＧ、フォトモンタージュ
意見を聴く場（検討会、説明会、ワークシ
ョップ）や調査（アンケート調査等）

設計一般図
色彩計画書

維持管理計画

使用・作成するものなど
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第5章 公共施設等の色彩検討
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　地域のシンボルや安らぎ、憩いの場にふさわしい、品格のある配色とする必要があります。

● トータルデザインの中で色彩を考えます。
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も連携を図っていくことが大切です。

　また、今後の適切な維持管理のためにも、色彩選定の根拠を明らかにしておく必要があります。

　まち並みや自然景観の中では、公共施設等の色彩も重要な役割を果たしています。

　例えば、まち並みは道路を中心に形成されているため、沿道の建築物等の色彩だけでなく、道路空
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5-3 検討のポイント

　山地、河川、海岸などの自然的景観の中では、背景となる自然的景観の色彩より低明度とすることが基本となりま

す。自然的景観の色彩は、様々な色彩により構成された複合的な色であることを認識し、類似調和を基本に色彩を選

定します。大規模な公共施設等の場合は、大面積の単色の人工色となることを考慮し、山地の緑、海の青といった同じ

色相を安易に大面積で用いることは避けたほうがよいでしょう。できるだけ、周辺の景観から目立たないような色彩

を選定する必要があります。

　ただし、場合によっては地域のシンボルとして対照調和となる色彩を選定することもあります。その場合は、現況把

握だけでなく、景観シミュレーションなどにより将来予測をするなど、充分な検討を行った上で色彩を選定すること

が必要です。

　まち並み景観において道路空間の色彩は重要な役割を果たしています。良好な景観形成を推進するためにデザイ

ンする場合は、シンプルなものとし、控えめな色彩を基本とします。

　道路を構成する路面、植栽、照明、横断防止柵などは、色だけでなく素材によっても雰囲気が異なるため、色と素材

の組み合わせにより、選定していくことが必要です。

　また、道路空間をトータルでデザインするにあたり、空間を構成する様々な道路占用施設についても、事業者等と

色彩に関する調整や連携が必要となります。

● 道　路

　大規模な公共建築物は、地域の顔として周辺の良好な景観形成を先導するようなものでなければなりません。色彩

検討にあたっては、周辺の色彩特性を十分に把握した上で、形態、素材とともに総合的な視点で色彩を選定していく

必要があります。

　基本的な考え方で示したように、親しみが感じられる、普遍性、持続性のある品格のある色彩とします。

● 大規模な公共建築物
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三重らしい
色彩の保全、創出に向けて

第6章 

　三重県には美しい自然的景観、歴史・文化的景観、社会・経済的景観、眺望景観があり、様々な色彩

で彩られています。

　本ガイドラインでは、全県域を対象に7つの景観類型別に色彩指針を示しましたが、美しい景観色

彩を保全し、また新たに創出していくには、さらに積極的な取り組みが必要となります。

　特に、個性豊かな地域や新たに大規模な開発を行う地区などを中心に、景観法に基づく景観地区、

景観協定をはじめ、都市計画法に基づく地区計画など、様々な制度を活用しながら、美しい景観の色

彩の保全、創出を図っていくことが望まれます。

色彩に関するきめ細やかな基準を設けることができる制度

制度名 根拠法 主に定めることができる内容

景観地区 景観法 （1）建築物等の形態意匠（色彩を含む）

（2）建築物の高さ

（3）壁面の位置

（4）建築物の敷地面積

（1）建築物等の形態意匠（色彩を含む）

（2）建築物の敷地、位置、規模、構造、用途

（3）工作物の位置、規模、構造、用途又は形態意匠

（4）樹林地等の保全、緑化に関すること

（5）屋外広告物の表示、設置等に関すること

（6）農用地の保全、利用に関すること

（7）その他良好な景観の形成に関すること

（ソフトも含む）

（1）地区施設（道路、公園、広場など）の配置及び規模

（2）建築物やその他敷地に関すること

　　・建築物等の用途の制限

　　・建築物の容積率

　　・建築物の建ぺい率

　　・建築物の敷地面積

　　・建築面積　

　　・壁面の位置

　　・建築物等の高さ

　　・建築物等の形態又は色彩

　　　等

景観法

都市計画法

景観協定

地区計画
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（２）社会・経済的景観の中の公共施設等の色彩

（１）自然的景観の中の公共施設等の色彩



5-3 検討のポイント

　山地、河川、海岸などの自然的景観の中では、背景となる自然的景観の色彩より低明度とすることが基本となりま
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握だけでなく、景観シミュレーションなどにより将来予測をするなど、充分な検討を行った上で色彩を選定すること

が必要です。

　まち並み景観において道路空間の色彩は重要な役割を果たしています。良好な景観形成を推進するためにデザイ

ンする場合は、シンプルなものとし、控えめな色彩を基本とします。

　道路を構成する路面、植栽、照明、横断防止柵などは、色だけでなく素材によっても雰囲気が異なるため、色と素材

の組み合わせにより、選定していくことが必要です。

　また、道路空間をトータルでデザインするにあたり、空間を構成する様々な道路占用施設についても、事業者等と

色彩に関する調整や連携が必要となります。

● 道　路

　大規模な公共建築物は、地域の顔として周辺の良好な景観形成を先導するようなものでなければなりません。色彩

検討にあたっては、周辺の色彩特性を十分に把握した上で、形態、素材とともに総合的な視点で色彩を選定していく

必要があります。

　基本的な考え方で示したように、親しみが感じられる、普遍性、持続性のある品格のある色彩とします。

● 大規模な公共建築物
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色彩の保全、創出に向けて

第6章 

　三重県には美しい自然的景観、歴史・文化的景観、社会・経済的景観、眺望景観があり、様々な色彩

で彩られています。

　本ガイドラインでは、全県域を対象に7つの景観類型別に色彩指針を示しましたが、美しい景観色

彩を保全し、また新たに創出していくには、さらに積極的な取り組みが必要となります。

　特に、個性豊かな地域や新たに大規模な開発を行う地区などを中心に、景観法に基づく景観地区、

景観協定をはじめ、都市計画法に基づく地区計画など、様々な制度を活用しながら、美しい景観の色

彩の保全、創出を図っていくことが望まれます。

色彩に関するきめ細やかな基準を設けることができる制度

制度名 根拠法 主に定めることができる内容

景観地区 景観法 （1）建築物等の形態意匠（色彩を含む）

（2）建築物の高さ

（3）壁面の位置

（4）建築物の敷地面積

（1）建築物等の形態意匠（色彩を含む）

（2）建築物の敷地、位置、規模、構造、用途

（3）工作物の位置、規模、構造、用途又は形態意匠

（4）樹林地等の保全、緑化に関すること

（5）屋外広告物の表示、設置等に関すること

（6）農用地の保全、利用に関すること

（7）その他良好な景観の形成に関すること

（ソフトも含む）

（1）地区施設（道路、公園、広場など）の配置及び規模

（2）建築物やその他敷地に関すること

　　・建築物等の用途の制限

　　・建築物の容積率

　　・建築物の建ぺい率

　　・建築物の敷地面積

　　・建築面積　

　　・壁面の位置

　　・建築物等の高さ

　　・建築物等の形態又は色彩

　　　等
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（２）社会・経済的景観の中の公共施設等の色彩

（１）自然的景観の中の公共施設等の色彩
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 No 景観分類1 景観分類2 景　観　名　称 所在市町村 所在地域

 1 自然的景観 山地・農地・河川景観 木曽川 桑名市 北勢地域

 2 自然的景観 山地・農地・河川景観 鈴鹿山麓の茶畑 四日市市 北勢地域

 3 自然的景観 山地・農地・河川景観 鈴鹿山脈 鈴鹿市 北勢地域

 4 自然的景観 山地・農地・河川景観 台高山脈の山並み 松阪市 中勢地域

 5 自然的景観 山地・農地・河川景観 深野の棚田 松阪市 中勢地域

 6 自然的景観 山地・農地・河川景観 奥香肌峡 松阪市 中勢地域

 7 自然的景観 山地・農地・河川景観 雲出川 松阪市 中勢地域

 8 自然的景観 山地・農地・河川景観 まとまりのある茶畑 大台町 中勢地域

 9 自然的景観 山地・農地・河川景観 伊勢神宮宮域林 伊勢市 伊勢志摩地域

 10 自然的景観 山地・農地・河川景観 大内山川 大紀町 伊勢志摩地域

 11 自然的景観 山地・農地・河川景観 信楽山地の山並み 伊賀市 伊賀地域

 12 自然的景観 山地・農地・河川景観 笠置山地の山並み 伊賀市 伊賀地域

 13 自然的景観 山地・農地・河川景観 木津川 伊賀市 伊賀地域

 14 自然的景観 山地・農地・河川景観 赤目四十八滝（遠景） 名張市 伊賀地域

 15 自然的景観 山地・農地・河川景観 赤目四十八滝（近景） 名張市 伊賀地域

 16 自然的景観 山地・農地・河川景観 名張川 名張市 伊賀地域

 17 自然的景観 山地・農地・河川景観 青連寺湖 名張市 伊賀地域

 18 自然的景観 山地・農地・河川景観 丸山千枚田 熊野市 東紀州地域

 19 自然的景観 山地・農地・河川景観 朝霧（風伝颪） 御浜町 東紀州地域

 20 自然的景観 山地・農地・河川景観 紀伊山地 紀北町 東紀州地域

 21 自然的景観 山地・農地・河川景観 熊野川 紀宝町 東紀州地域

 22 自然的景観 海岸景観 鼓ヶ浦 鈴鹿市 北勢地域

 23 自然的景観 海岸景観 香良洲海岸 津市 中勢地域

 24 自然的景観 海岸景観 松阪沖の海苔ひび 松阪市 中勢地域

 25 自然的景観 海岸景観 二見浦 伊勢市 伊勢志摩地域

 26 自然的景観 海岸景観 英虞湾 志摩市 伊勢志摩地域

 27 自然的景観 海岸景観 大王崎の灯台 志摩市 伊勢志摩地域

 28 自然的景観 海岸景観 御座白浜 志摩市 伊勢志摩地域

 29 自然的景観 海岸景観 七里御浜 熊野市 東紀州地域

 30 歴史・文化的景観 歴史的まち並み景観 旧諸戸家 桑名市 北勢地域

 31 歴史・文化的景観 歴史的まち並み景観 多度大社周辺 桑名市 北勢地域

 32 歴史・文化的景観 歴史的まち並み景観 智積養水周辺 四日市市 北勢地域

 34 歴史・文化的景観 歴史的まち並み景観 伊勢街道・白子 鈴鹿市 北勢地域

 33 歴史・文化的景観 歴史的まち並み景観 東海道関宿・伝統的建造物群保存地区（新所の町並み） 亀山市 北勢地域

 35 歴史・文化的景観 歴史的まち並み景観 東海道関宿・伝統的建造物群保存地区（中町の町並み） 亀山市 北勢地域

 36 歴史・文化的景観 歴史的まち並み景観 高田本山専修寺 津市 中勢地域

 37 歴史・文化的景観 歴史的まち並み景観 松阪城跡周辺地区 松阪市 中勢地域

 38 歴史・文化的景観 歴史的まち並み景観 伊勢街道・市場庄のまち並み 松阪市 中勢地域

 39 歴史・文化的景観 歴史的まち並み景観 伊勢神宮内宮 伊勢市 伊勢志摩地域

 40 歴史・文化的景観 歴史的まち並み景観 おはらい町のまち並み 伊勢市 伊勢志摩地域

 41 歴史・文化的景観 歴史的まち並み景観 河崎のまち並み 伊勢市 伊勢志摩地域

 42 歴史・文化的景観 歴史的まち並み景観 二見町茶屋町旅館街 伊勢市 伊勢志摩地域

 43 歴史・文化的景観 歴史的まち並み景観 五ヶ所港 南伊勢町 伊勢志摩地域

 44 歴史・文化的景観 歴史的まち並み景観 平松宿のまち並み 伊賀市 伊賀地域

 45 歴史・文化的景観 歴史的まち並み景観 伊賀上野城 伊賀市 伊賀地域

 46 歴史・文化的景観 歴史的まち並み景観 伊勢路のまち並み 伊賀市 伊賀地域

 47 歴史・文化的景観 歴史的まち並み景観 阿保のまち並み 伊賀市 伊賀地域

 48 歴史・文化的景観 歴史的まち並み景観 上野のまち並み 伊賀市 伊賀地域

 49 歴史・文化的景観 歴史的まち並み景観 初瀬街道 名張市 伊賀地域

 50 歴史・文化的景観 歴史的まち並み景観 熊野古道・馬越峠 尾鷲市 東紀州地域

 51 歴史・文化的景観 歴史的まち並み景観 熊野街道のまち並み 尾鷲市 東紀州地域

 52 歴史・文化的景観 集落景観 輪中の集落 桑名市 北勢地域
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 No 景観分類1 景観分類2 景　観　名　称 所在市町村 所在地域

 1 自然的景観 山地・農地・河川景観 木曽川 桑名市 北勢地域

 2 自然的景観 山地・農地・河川景観 鈴鹿山麓の茶畑 四日市市 北勢地域

 3 自然的景観 山地・農地・河川景観 鈴鹿山脈 鈴鹿市 北勢地域

 4 自然的景観 山地・農地・河川景観 台高山脈の山並み 松阪市 中勢地域

 5 自然的景観 山地・農地・河川景観 深野の棚田 松阪市 中勢地域

 6 自然的景観 山地・農地・河川景観 奥香肌峡 松阪市 中勢地域

 7 自然的景観 山地・農地・河川景観 雲出川 松阪市 中勢地域

 8 自然的景観 山地・農地・河川景観 まとまりのある茶畑 大台町 中勢地域

 9 自然的景観 山地・農地・河川景観 伊勢神宮宮域林 伊勢市 伊勢志摩地域

 10 自然的景観 山地・農地・河川景観 大内山川 大紀町 伊勢志摩地域

 11 自然的景観 山地・農地・河川景観 信楽山地の山並み 伊賀市 伊賀地域

 12 自然的景観 山地・農地・河川景観 笠置山地の山並み 伊賀市 伊賀地域

 13 自然的景観 山地・農地・河川景観 木津川 伊賀市 伊賀地域

 14 自然的景観 山地・農地・河川景観 赤目四十八滝（遠景） 名張市 伊賀地域

 15 自然的景観 山地・農地・河川景観 赤目四十八滝（近景） 名張市 伊賀地域

 16 自然的景観 山地・農地・河川景観 名張川 名張市 伊賀地域

 17 自然的景観 山地・農地・河川景観 青連寺湖 名張市 伊賀地域

 18 自然的景観 山地・農地・河川景観 丸山千枚田 熊野市 東紀州地域

 19 自然的景観 山地・農地・河川景観 朝霧（風伝颪） 御浜町 東紀州地域

 20 自然的景観 山地・農地・河川景観 紀伊山地 紀北町 東紀州地域

 21 自然的景観 山地・農地・河川景観 熊野川 紀宝町 東紀州地域

 22 自然的景観 海岸景観 鼓ヶ浦 鈴鹿市 北勢地域

 23 自然的景観 海岸景観 香良洲海岸 津市 中勢地域

 24 自然的景観 海岸景観 松阪沖の海苔ひび 松阪市 中勢地域

 25 自然的景観 海岸景観 二見浦 伊勢市 伊勢志摩地域

 26 自然的景観 海岸景観 英虞湾 志摩市 伊勢志摩地域

 27 自然的景観 海岸景観 大王崎の灯台 志摩市 伊勢志摩地域

 28 自然的景観 海岸景観 御座白浜 志摩市 伊勢志摩地域

 29 自然的景観 海岸景観 七里御浜 熊野市 東紀州地域

 30 歴史・文化的景観 歴史的まち並み景観 旧諸戸家 桑名市 北勢地域

 31 歴史・文化的景観 歴史的まち並み景観 多度大社周辺 桑名市 北勢地域

 32 歴史・文化的景観 歴史的まち並み景観 智積養水周辺 四日市市 北勢地域

 34 歴史・文化的景観 歴史的まち並み景観 伊勢街道・白子 鈴鹿市 北勢地域

 33 歴史・文化的景観 歴史的まち並み景観 東海道関宿・伝統的建造物群保存地区（新所の町並み） 亀山市 北勢地域

 35 歴史・文化的景観 歴史的まち並み景観 東海道関宿・伝統的建造物群保存地区（中町の町並み） 亀山市 北勢地域

 36 歴史・文化的景観 歴史的まち並み景観 高田本山専修寺 津市 中勢地域

 37 歴史・文化的景観 歴史的まち並み景観 松阪城跡周辺地区 松阪市 中勢地域

 38 歴史・文化的景観 歴史的まち並み景観 伊勢街道・市場庄のまち並み 松阪市 中勢地域

 39 歴史・文化的景観 歴史的まち並み景観 伊勢神宮内宮 伊勢市 伊勢志摩地域

 40 歴史・文化的景観 歴史的まち並み景観 おはらい町のまち並み 伊勢市 伊勢志摩地域

 41 歴史・文化的景観 歴史的まち並み景観 河崎のまち並み 伊勢市 伊勢志摩地域

 42 歴史・文化的景観 歴史的まち並み景観 二見町茶屋町旅館街 伊勢市 伊勢志摩地域

 43 歴史・文化的景観 歴史的まち並み景観 五ヶ所港 南伊勢町 伊勢志摩地域

 44 歴史・文化的景観 歴史的まち並み景観 平松宿のまち並み 伊賀市 伊賀地域

 45 歴史・文化的景観 歴史的まち並み景観 伊賀上野城 伊賀市 伊賀地域

 46 歴史・文化的景観 歴史的まち並み景観 伊勢路のまち並み 伊賀市 伊賀地域

 47 歴史・文化的景観 歴史的まち並み景観 阿保のまち並み 伊賀市 伊賀地域

 48 歴史・文化的景観 歴史的まち並み景観 上野のまち並み 伊賀市 伊賀地域

 49 歴史・文化的景観 歴史的まち並み景観 初瀬街道 名張市 伊賀地域

 50 歴史・文化的景観 歴史的まち並み景観 熊野古道・馬越峠 尾鷲市 東紀州地域

 51 歴史・文化的景観 歴史的まち並み景観 熊野街道のまち並み 尾鷲市 東紀州地域

 52 歴史・文化的景観 集落景観 輪中の集落 桑名市 北勢地域
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 53 歴史・文化的景観 集落景観 桂畑の集落 津市 中勢地域

 54 歴史・文化的景観 集落景観 田丸城からの田園風景 玉城町 伊勢志摩地域

 55 歴史・文化的景観 集落景観 波切の集落 志摩市 伊勢志摩地域

 56 歴史・文化的景観 集落景観 中友生の集落 伊賀市 伊賀地域

 57 歴史・文化的景観 集落景観 布生の集落 名張市 伊賀地域

 58 歴史・文化的景観 集落景観 西長島の集落 紀北町 東紀州地域

 59 歴史・文化的景観 集落景観 九鬼の集落 尾鷲市 東紀州地域

 60 歴史・文化的景観 集落景観 梶賀の集落 尾鷲市 東紀州地域

 61 歴史・文化的景観 集落景観 オレンジロード沿いの集落 御浜町 東紀州地域

 62 社会・経済的景観 住宅地景観 杜の街 津市 中勢地域

 63 社会・経済的景観 住宅地景観 春日丘地区のまち並み 名張市 伊賀地域

 64 社会・経済的景観 住宅地景観 百合ヶ丘地区のまち並み 名張市 伊賀地域

 65 社会・経済的景観 住宅地景観 桔梗が丘地区のまち並み 名張市 伊賀地域

 66 社会・経済的景観 住宅地景観 国道42号沿いのまち並み 紀宝町 東紀州地域

 67 社会・経済的景観 商業地景観 八間通り 桑名市 北勢地域

 68 社会・経済的景観 商業地景観 四日市中央通り（JR四日市駅前） 四日市市 北勢地域

 69 社会・経済的景観 商業地景観 四日市中央通り（近鉄四日市駅前） 四日市市 北勢地域

 70 社会・経済的景観 商業地景観 湯の山温泉街周辺 菰野町 北勢地域

 71 社会・経済的景観 商業地景観 神戸本通り 鈴鹿市 北勢地域

 72 社会・経済的景観 商業地景観 フェニックス通り 津市 中勢地域

 73 社会・経済的景観 商業地景観 榊原温泉 津市 中勢地域

 74 社会・経済的景観 商業地景観 なぎさまち 津市 中勢地域

 75 社会・経済的景観 商業地景観 よいほモール 松阪市 中勢地域

 76 社会・経済的景観 商業地景観 近鉄宇治山田駅周辺 伊勢市 伊勢志摩地域

 77 社会・経済的景観 商業地景観 安楽島ホテル群 鳥羽市 伊勢志摩地域

 78 社会・経済的景観 商業地景観 賢島のリゾートホテル 志摩市 伊勢志摩地域

 79 社会・経済的景観 商業地景観 大規模テーマパーク 志摩市 伊勢志摩地域

 80 社会・経済的景観 商業地景観 銀座通り商店街 伊賀市 伊賀地域

 81 社会・経済的景観 商業地景観 さるびの温泉 伊賀市 伊賀地域

 82 社会・経済的景観 商業地景観 尾鷲市市街地 尾鷲市 東紀州地域

 83 社会・経済的景観 商業地景観 熊野市市街地 熊野市 東紀州地域

 84 社会・経済的景観 工業地景観 石油コンビナート 四日市市 北勢地域

 85 社会・経済的景観 工業地景観 自動車製作工場 鈴鹿市 北勢地域

 86 社会・経済的景観 工業地景観 液晶機器工場 亀山市 北勢地域

 87 社会・経済的景観 工業地景観 中勢北部サイエンスシティ 津市 中勢地域

 88 社会・経済的景観 工業地景観 ゆめぽりす伊賀 伊賀市 伊賀地域

 89 社会・経済的景観 工業地景観 火力発電所（遠景） 尾鷲市 東紀州地域

 90 社会・経済的景観 工業地景観 火力発電所（近景） 尾鷲市 東紀州地域

 91 社会・経済的景観 その他 三重県総合文化センター周辺 津市 中勢地域

 92 社会・経済的景観 その他 水族館 鳥羽市 伊勢志摩地域

 93 社会・経済的景観 その他 カモメの散歩道 鳥羽市 伊勢志摩地域

 94 社会・経済的景観 その他 海の博物館 鳥羽市 伊勢志摩地域

 95 社会・経済的景観 その他 農業体験型テーマパーク 伊賀市 伊賀地域

 96 社会・経済的景観 その他 孫太郎オートキャンプ場 紀北町 東紀州地域

 97 社会・経済的景観 その他 西長島地区α橋（江の浦大橋） 紀北町 東紀州地域

 98 社会・経済的景観 その他 キャンプイン海山 紀北町 東紀州地域

 99 社会・経済的景観 その他 熊野古道センター 尾鷲市 東紀州地域

 100 眺望景観 眺望景観 木曽三川から養老山地への眺望 桑名市 北勢地域

 101 眺望景観 眺望景観 なめり湖から高見山地への眺望 松阪市 中勢地域

 102 眺望景観 眺望景観 横山展望台からの眺望 志摩市 伊勢志摩地域

 103 眺望景観 眺望景観 天狗倉山からの眺望 尾鷲市 東紀州地域
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 53 歴史・文化的景観 集落景観 桂畑の集落 津市 中勢地域

 54 歴史・文化的景観 集落景観 田丸城からの田園風景 玉城町 伊勢志摩地域

 55 歴史・文化的景観 集落景観 波切の集落 志摩市 伊勢志摩地域

 56 歴史・文化的景観 集落景観 中友生の集落 伊賀市 伊賀地域

 57 歴史・文化的景観 集落景観 布生の集落 名張市 伊賀地域

 58 歴史・文化的景観 集落景観 西長島の集落 紀北町 東紀州地域

 59 歴史・文化的景観 集落景観 九鬼の集落 尾鷲市 東紀州地域

 60 歴史・文化的景観 集落景観 梶賀の集落 尾鷲市 東紀州地域

 61 歴史・文化的景観 集落景観 オレンジロード沿いの集落 御浜町 東紀州地域

 62 社会・経済的景観 住宅地景観 杜の街 津市 中勢地域

 63 社会・経済的景観 住宅地景観 春日丘地区のまち並み 名張市 伊賀地域

 64 社会・経済的景観 住宅地景観 百合ヶ丘地区のまち並み 名張市 伊賀地域

 65 社会・経済的景観 住宅地景観 桔梗が丘地区のまち並み 名張市 伊賀地域

 66 社会・経済的景観 住宅地景観 国道42号沿いのまち並み 紀宝町 東紀州地域

 67 社会・経済的景観 商業地景観 八間通り 桑名市 北勢地域

 68 社会・経済的景観 商業地景観 四日市中央通り（JR四日市駅前） 四日市市 北勢地域

 69 社会・経済的景観 商業地景観 四日市中央通り（近鉄四日市駅前） 四日市市 北勢地域

 70 社会・経済的景観 商業地景観 湯の山温泉街周辺 菰野町 北勢地域

 71 社会・経済的景観 商業地景観 神戸本通り 鈴鹿市 北勢地域

 72 社会・経済的景観 商業地景観 フェニックス通り 津市 中勢地域

 73 社会・経済的景観 商業地景観 榊原温泉 津市 中勢地域

 74 社会・経済的景観 商業地景観 なぎさまち 津市 中勢地域

 75 社会・経済的景観 商業地景観 よいほモール 松阪市 中勢地域

 76 社会・経済的景観 商業地景観 近鉄宇治山田駅周辺 伊勢市 伊勢志摩地域

 77 社会・経済的景観 商業地景観 安楽島ホテル群 鳥羽市 伊勢志摩地域

 78 社会・経済的景観 商業地景観 賢島のリゾートホテル 志摩市 伊勢志摩地域

 79 社会・経済的景観 商業地景観 大規模テーマパーク 志摩市 伊勢志摩地域

 80 社会・経済的景観 商業地景観 銀座通り商店街 伊賀市 伊賀地域

 81 社会・経済的景観 商業地景観 さるびの温泉 伊賀市 伊賀地域

 82 社会・経済的景観 商業地景観 尾鷲市市街地 尾鷲市 東紀州地域

 83 社会・経済的景観 商業地景観 熊野市市街地 熊野市 東紀州地域

 84 社会・経済的景観 工業地景観 石油コンビナート 四日市市 北勢地域

 85 社会・経済的景観 工業地景観 自動車製作工場 鈴鹿市 北勢地域

 86 社会・経済的景観 工業地景観 液晶機器工場 亀山市 北勢地域

 87 社会・経済的景観 工業地景観 中勢北部サイエンスシティ 津市 中勢地域

 88 社会・経済的景観 工業地景観 ゆめぽりす伊賀 伊賀市 伊賀地域

 89 社会・経済的景観 工業地景観 火力発電所（遠景） 尾鷲市 東紀州地域

 90 社会・経済的景観 工業地景観 火力発電所（近景） 尾鷲市 東紀州地域

 91 社会・経済的景観 その他 三重県総合文化センター周辺 津市 中勢地域

 92 社会・経済的景観 その他 水族館 鳥羽市 伊勢志摩地域

 93 社会・経済的景観 その他 カモメの散歩道 鳥羽市 伊勢志摩地域

 94 社会・経済的景観 その他 海の博物館 鳥羽市 伊勢志摩地域

 95 社会・経済的景観 その他 農業体験型テーマパーク 伊賀市 伊賀地域

 96 社会・経済的景観 その他 孫太郎オートキャンプ場 紀北町 東紀州地域

 97 社会・経済的景観 その他 西長島地区α橋（江の浦大橋） 紀北町 東紀州地域

 98 社会・経済的景観 その他 キャンプイン海山 紀北町 東紀州地域

 99 社会・経済的景観 その他 熊野古道センター 尾鷲市 東紀州地域

 100 眺望景観 眺望景観 木曽三川から養老山地への眺望 桑名市 北勢地域

 101 眺望景観 眺望景観 なめり湖から高見山地への眺望 松阪市 中勢地域

 102 眺望景観 眺望景観 横山展望台からの眺望 志摩市 伊勢志摩地域

 103 眺望景観 眺望景観 天狗倉山からの眺望 尾鷲市 東紀州地域
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